
 

 

 

令和７年第 13 回 12 月定例会会議抄録 

                                

 

 

会津美里町教育委員会 



 

 

 １ 開催日時 

 

 ２ 開催場所 

 

 ３ 出席者 

 

  

４ 議事内容及び経過 

(１)開会 

 

 

 

(２)議事録の承認 

  

 

(３)教育長報告 

 

(４)審議事項 

議案第73号 

 

 

 

 令和７年 12月 25 日(木) 午後２時 00分から 

     

 会津美里町役場 本庁舎 ２階 206 会議室 

 

 歌川哲由教育長、１番 小関れい子委員、２番 鈴木貴博委員、３番 武藤文男委員、４

番 長峯由美子委員  

 

 

 午後１時 56分、教育長から開会が告げられた。 

 教育長から、会期は１日、出席者、議事録署名は出席委員全員とすることが告げられ、委員

全員に異議なく決定された。 

 

教育長から、「令和７年第 12回会津美里町教育委員会 11 月定例会議事録（案）」について、

その承認の可否を諮ったところ、全員に異議なくこれを承認することに決定された。 

 

 教育長から、教育長報告があり、質疑なく終了した。 

 

 

議案第73号「就学援助費交付対象児童生徒の認定について」教育長より会津美里町教育委員会

会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、これについて諮った

ところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議な



 

 

議案第74号 

 

 

 

 

(５)協議事項 

 

 

 

 

 

(６)報告事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く原案のとおり可決された。 

 

議案第74号「就学援助費交付対象児童生徒の認定について」教育長より会津美里町教育委員会

会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、これについて諮った

ところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議な

く原案のとおり可決された。 

 

 （１）「第２回文教施設訪問について」こども教育課長補佐から説明があり、文教施設訪問

を実施することとし認定こども園ひかり、きぼうを参観することで了承された。また、開催日

時については、定例会との同日開催も含め、後で検討することで了承された。 

 

（２）「その他」について、特になし。 

 

（１）「会津美里町議会 12 月会議について」こども教育課長及び生涯学習課長から説明があ

り、委員より一般質問の「ジュニアエコノミーカレッジ導入の検討について」の現時点での町

の考え及び地域学校協働本部事業について質疑があった。その後、教育長及びこども教育課主

幹兼指導主事兼教育支援室長より説明があり、次に、委員より各学校のあいづじげんの授業に

ついて再考してはと意見があった。美里町の歴史読本の活用例も含め検討することで、全員に

異議なく終了した。 

 

（２）「共催・後援承認依頼について」こども教育課長から説明があり、全員に異議なく終

了した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７)その他 

 

 

 

 

（３）「児童生徒に関すること」及び（４）「教職員に関すること」について、教育長より会

津美里町教育委員会会議規則第 16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があり、

これについて諮ったところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課主幹兼指導主

事兼教育支援室長から説明があり、全員に異議なく終了した。 

 

（５）「生涯学習に関すること」について、生涯学習課長から説明があり、全員に異議なく

終了した。 

 

（６）「施設に関すること」について、生涯学習課長から説明があり、全員に異議なく終了

した。 

 

（７）「事務局報告事項」について、こども教育課長及び生涯学習課長から説明があり、委

員より今般の物価上昇に伴う学校給食について及び学校給食を無償化にした場合の質・量に

ついて質疑があった。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議なく終了した。 

 

（８）「その他」委員より私立こども園施設修繕要望についての回答及び修繕費に対しての

質疑があった。その後、こども教育課長から説明があり、全員に異議なく終了した。 

 

（１）「今後の行事予定について」こども教育課長補佐から説明があり、全員に異議なく終

了した。 

 

（２）「次回委員会の開催予定日について」こども教育課長補佐から１月27日、こども園の

施設訪問が可能であれば、午前中に施設訪問、午後に委員会。施設訪問が不可能であれば、午



 

 

(８)閉会 

前中に委員会を開催することが提案され、全員に異議なく決定された。 

 

午後３時 25 分、教育長から閉会が告げられた。 

 


